
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４９３号 
  

   2025,7,01 
 

発行 県南民主商工会 
300- 1502   取手市新川 297 

 

電話 0297-86-8896 

建設国保の加入は民商で 
■ 個人事業で建設業の方が対象です 

■ 保険料は定額制なので安心です 

■ 休業５日以上の場合、補償があり 

■ 医療費が月１７５００円以上は還付 

 

労災・雇用保険の加入を 
● 建設業なら事業主のみでも加入が 

 （大工・左官・管・電気・塗装等） 

● 保険料は年３回の分割払い 

● 他の組合よりも低い手続き費用 

 

 

民商共済会はあなたの味方  
◆会員・配偶者は無条件加入 

◆月１０００円で入院１日３０００円 

◆3 日以上入院で１２０日分まで給付 

◆７５才で長寿祝金（65 未満加入） 
 

 

■ 

国
民
平
和
大
行
進 

７
月
７
日 

午
後
３
時 

 
 

取
手
市
・
市
役
所
前 

 

■ 

県
南
民
商
定
期
総
会 

７
月
１
３
日
（
日
）
１
時
半
受
付 

 

■ 

無
料
法
律
相
談
会 

８
月
６
日
（
水
）
午
後
２
時
よ
り 

電
話
予
約
が
必
要
で
す 

 

■ 

ア
ロ
エ
の
植
木
譲
り
ま
す 

無
料
で
お
分
け
し
ま
す
。
民
商
事
務

所
ま
で 

 

茨商連第４５回定期総会を開催 

前
進
座
公
演
を
観
劇 

  

前
進
座
歌
舞
伎
公
演
が
６
月
１

日
、
東
京
・
池
袋
の
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
劇
場
で
行
わ
れ
、
県
南
民
商
か

ら
は
３
人
が
観
劇
し
ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
「
こ
れ
ま
で
の

講
演
で
一
番
良
か
っ
た
。
途
中
で

眠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
」
「
ス
ト

ー
リ
ー
が
分
か
り
や
す
く
、
言
葉

も
関
西
弁
で
の
や
り
取
り
も
あ
っ

た
が
、
最
後
ま
で
ほ
と
ん
ど
理
解

で
き
た
」
「
無
理
な
笑
い
で
は
な

く
、
自
然
と
こ
み
あ
げ
て
く
る
面

白
さ
だ
っ
た
。
次
回
作
が
楽
し

み
」
、
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。 

 

茨
商
連
第
４
５
回
定
期
総
会
は
６
月
８
日
、

鉾
田
市
内
で
開
催
。
代
議
員
や
評
議
員
等
３
４

人
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

た
か
の
は
し
信
一
県
連
会
長
は
、
米
価
高
騰

で
価
格
の
安
定
が
必
要
だ
が
、
農
家
の
収
入
確

保
も
重
要
と
力
説
。
日
立
民
商
は
会
員
の
誕
生

日
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
ク
オ
カ
ー
ド
を
直
接
届
け
、

９
月
末
ま
で
に
あ
と
半
分
届
け
た
い
。
水
戸
民

商
は
「
小
規
模
事
業
者
登
録
制
度
」
創
設
の
申

し
入
れ
や
社
保
料
の
分
納
を
認
め
さ
せ
た
経
験

を
報
告
。
土
浦
民
商
は
元
請
に
言
わ
れ
る
ま
ま

に
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
し
た
こ
と
、
新
会
員
歓
迎

会
で
外
国
人
会
員
と
の
対
話
が
深
め
ら
れ
た
こ

と
。
鹿
行
民
商
は
農
家
が
大
幅
に
減
っ
て
い

る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
は
シ
ル
バ
ー
で
働
く
高
齢
者

に
も
影
響
が
。
県
南
民
商
は
消
費
税
は
安
定
財

源
と
い
う
が
結
局
、
零
細
業
者
と
国
民
に
負
担

を
押
し
付
け
て
い
る
告
発
。
婦
人
部
で
は
簡
単

料
理
教
室
の
再
開
を
報
告
し
ま
し
た
。 

 

 

インボイス制度の廃止と消費税減税は 中小

事業者救済に直結する最優先課題です ！   

 

 

所
得
税
法
５
６
条
見
直
し 

 

請
願
不
採
択
に
・
・
・常
総
市 

  

常
総
市
６
月
議
会
に
提
出
し
て
い
た

「
所
得
税
法
第
５
６
条
の
見
直
し
を
求
め

る
請
願
」
は
こ
の
程
、
採
決
の
結
果
、
賛

成
少
数
に
よ
り
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
請
願
は
、
土
浦
民
商
と
県
南
民
商

が
合
同
で
提
出
し
て
い
た
も
の
で
、
県
内

７
番
目
の
自
治
体
採
択
を
目
指
し
て
い
ま

し
た
が
実
現
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

不
採
択
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
白
色
申

告
者
の
記
帳
義
務
化
が
さ
れ
、
青
色
と
白

色
の
差
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る

が
、
実
際
に
は
記
帳
の
仕
方
に
も
大
き
な

差
が
あ
る
こ
と
、
事
業
所
得
を
分
割
し
、

税
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
防
止
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。 

 

請
願
人
代
表
の
江
口
直
子
さ
ん
は
、

「
簡
単
に
は
採
択
さ
れ
る
と
は
思
わ
な
か

っ
た
。
引
き
続
き
、
５
６
条
の
見
直
し
を

求
め
て
生
き
た
い
」
と
、
闘
志
を
燃
や
し

て
い
ま
し
た
。 


